
 

 

北区立赤羽台西小学校保護者と教職員の会規約 
                             

第１章 名   称 

第 １ 条 この会は東京都北区立赤羽台西小学校保護者と教職員の会（北区立赤羽台西小学校ＰＴＡ）と称し事務局

を 本校に置く。 

 

第２章 目   的 

第 ２ 条 この会は次の目的をもって活動する。 

（１）学校・家庭・社会における児童の福祉を増進する。 

（２）家庭と学校の連絡提携を密にする。 

（３）学校の教育環境をよくするために協力する。 

（４）会員相互の親睦と教養の向上をはかる。 

 

第３章 方   針 

第 ３ 条 この会は教育を本旨とする民主団体として活動する。 

第 ４ 条 この会は政治団体や宗教的なことに片寄らず、また、営利を目的とする事業活動は行わない。 

第 ５ 条 この会は学校の管理や人事に干渉しない。 

 

第４章 会   員 

第 ６ 条 この会の会員となることができる者は次のとおりである。ただし、卒業、転校、転勤によって本校から転

出する場合は自動的に退会とする。また会員の意思によって退会の申し出があった場合はこれを妨げな

い。 

     （１）本校に在籍する児童の保護者のうち、入会申込書によって入会の意思表示をした者（以下保護者会員

と呼ぶ）。 

     （２）本校の教職員のうち、入会申込書によって入会の意思表示をした者（以下教職員会員と呼ぶ）。 

第 ７ 条 会員はすべて平等の義務と権利を有する。 

第 ８ 条 会員は定められた会費を納めなければならない。 

 

第５章 会   計 

第 ９ 条 この会の経費は会費及びその他の収入によって支弁される。 

第 １０ 条 この会の会費は１世帯ごとに年間３，０００円とする。教職員会員は年間２，０００円とする。なお、年度

途中において退会する場合は、これを返金しない。  

第 １１ 条 この会の経理は総会で議決された予算に基づいて行われる。 

第 １２ 条 この会の決算は会計監査の監査を経て総会に報告し承認されなければならない。 

第 １３ 条 この会の会計年度は４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

第６章 役   員 

第 １４ 条 この会は次の役員及び会計監査を置く。 

       会  長 １名  （保護者会員） 

       副 会 長  ３名以上（保護者会員２名、副校長１名） 

       書  記 ３名以上（保護者会員２名、教職員会員１名） 

       会  計 ３名以上（保護者会員２名、教職員会員１名） 

       会計監査 ３名以上  （保護者会員２名、教職員会員１名） 

      役員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

会計監査の任期は２年とし、１回に限り再任を妨げない。 

      教職員会員で役員等の任期については、特に制限をもうけない。 

      役員及び会計監査に欠員を生じた時は、運営委員会の議決により補充することができ、その任期は前任者

の残任期間とする。 

第 １５ 条 この会の役員及び会計監査はこの会の他の役員を兼ねることはできない。 

第 １６ 条 役員及び会計監査の任務は次のとおりである。 

（１）会長はこの会を代表し、総会及び運営委員会を招集する。また、常任委員会及び実行委員会の委員

長、副委員長並びに顧問及び相談役を委嘱する。 

（２）副会長は会長を補佐し、会長に事故がある場合は、その任務を代理する。 

（３）書記は総会及び運営委員会の議事を正確に記録し、会員に通知する。 

（４）会計は本会の予算原案を作成し、金銭の収支を正確に記録し、会計監査の監査を経た決算を総会に報

告する。 

（５）会計監査はその年度の会計を監査し、その結果を総会に報告する。 

第 １７ 条 この会は顧問及び相談役を置くことができる。 

      顧問は会長が学校長に委嘱し、顧問は学校の管理運営の責任者としてＰＴＡの全ての会議で意見を述べる

事が出来る。          

      相談役は本校に在籍したこの会の会長、副会長の任を経た者とし、運営委員会の承諾を得て決定後、会長

がこれを委嘱し、会長の諮問事項に意見、助言を行うことができる。 



 

 

第７章 総  会 

第 １８ 条 総会は全会員をもって構成され、会長が招集する。 

会員の利便性を考慮し、必要に応じて書面審議（電磁的記録を含む）とする。 

総会は全会員の３分の１以上（委任状を含む）の出席をもって成立し、決議は出席者の過半数の同意を必

要とする。 

書面審議の場合は全会員の３分の１以上の提出をもって成立し、決議は提出者の過半数の同意を

必要とする。 

第 １９ 条 総会は次の２種とする。 

     （１）定時総会 

  １ 新役員及び会計監査の選出。 

  ２ 年間の活動計画及び予算の審議。 

  ３ 前年度の活動報告及び決算報告。 

  ４ その他運営委員会で発議された事項の審議及び承認。 

     （２）臨時総会 

       運営委員会が必要と認めた場合及び会員の５分の１以上の要求のあった場合、会長は臨時に総会を招集

しなければならない。 

 

      第８章 運営委員会 

第 ２０ 条 運営委員会はこの会の保護者会員の役員、発足中の委員会の委員長、副委員長及び学校長、副校長が委員と

なって構成する。その他、会長が審議上必要と認めた場合は、会計監査の出席を求めることができる。 

第 ２１ 条 運営委員会の任務は次のとおりとする。 

（１）総会に提出する報告書及び予算案並びに事業計画案の作成。 

（２）委員会で立案された事業計画の審議。 

（３）その他必要事項の処理。 

第 ２２ 条  運営委員会は委員の３分の２以上の出席をもって成立し、決議は出席者の過半数の同意を必要とする。 

 

第９章 委 員 会 

第 ２３ 条 この会の活動において必要とする委員会を置くことができる。具体的に発足する委員会については総会にお

いて報告することとする。またこれら委員会と別に役員推薦委員会を置くこととする。 

[新設] 

第 ２４ 条 役員推薦委員会を次のとおり置く。 

各学年から 2名程度（学級数に応じて）及び運営委員会から若干名並びに教職員から互選で選ばれた委員で

構成され保護者会員から役員候補者を選考し、指名する。任期は１年で再任を妨げない。また、その任務が

終了した時に解散する。 

第 ２５ 条 役員推薦委員会を除く発足した各委員会のうち対象となる委員会は、事業計画について運営委員会に諮らな

ければならない。 

第 ２６ 条 会長及び学校長は各委員会に対して、意見を述べることができる。 

 

第１０章 役員の選出 

第 ２７ 条（１）役員推薦委員会は、役員及び会計監査候補者の指名を行うものとする。 

     （２）役員及び会計監査候補者の指名は被指名者の同意を得なければならない。 

     （３）会長は役員推薦委員会の報告に基づき、役員及び会計監査候補者を定時総会の５日前までに全会員に

通知し 

        役員及び会計監査は定時総会の承認をもって、決定されるものとする。 

     （４）役員推薦委員会は、役員及び会計監査候補者になることはできない。 

      

 

      第１１章 個人情報保護 

第２８条 この会は別紙個人情報保護方針に則り、会員の個人情報を保護する。 

 

      第１２章 改   正 

第２９条 この規約は総会において出席者の３分の２の賛成により改正することができる。 

     書面審議による総会においては提出者の３分の２の賛成により改正することができる。 

 

      第１３章 付   則 

第３０条 この規約は昭和３７年６月１１日制定し 昭和４０年４月３０日 昭和４２年６月３０日 昭和４５年１月 

２９日 昭和４７年２月２８日 昭和４９年３月１１日 昭和５５年２月２８日 昭和５８年５月６日  

平成３年３月１４日 平成５年２月２２日 平成１０年２月１６日 平成１０年５月２０日 平成１２年 

２月１４日 平成１４年２月１８日 平成１５年２月１７日 平成１９年３月２日 平成３０年３月１５日 

令和２年３月１３日 令和３年３月１２日 令和５年３月１０日令和６年３月８日に改定 

 

第３１条 この会の運営に関し必要な細則及び内規は規約に反しない限り運営委員会で定めることができる。定められ

た細則は総会に報告し、承認されなければならない。  



 

 

 

北区立赤羽台西小学校ＰＴＡ表彰慶弔規定 
 

第１章 総   則 

第 １ 条 教職員会員の転退職がある場合には、本規定に基づいて記念品を贈る。 

第 ２ 条 保護者会員及び児童並びに教職員会員とその家族には、本規定に基づいて慶弔金を贈る。 

 

第２章 転退職記念品及び慶弔金 

第 ３ 条  教職員会員の転退職記念品は３,０００円からとする。 

第 ４ 条 １ 教職員会員の結婚に対しては、５,０００円の祝金を贈る。 

                   ２ 教職員会員及び配偶者の出産に対しては、５,０００円の祝金を贈る。 

              ３ 教職員会員の入院が２週間以上にわたる場合は３,０００円の見舞金を贈る。ただし、年度内に同一教

職員会員が同じ傷病で複数回入院した場合は初回のみ見舞金を贈る。 

      ４ 児童の入院が２週間以上にわたる場合は３,０００円の見舞金を贈る。ただし、年度内に同一児童が同

じ傷病で複数回入院した場合は初回のみ見舞金を贈る。 

      ５ 保護者会員が死亡した場合は、１０,０００円の弔慰金を贈る。 

      ６ 児童が死亡した場合は、１０,０００円の弔慰金を贈る。 

      ７ 教職員会員とその家族が死亡した場合は、次の区分に従って弔慰金を贈る。 

      （イ）本 人  １０,０００円（ほかに供花） 

      （ロ）配偶者  ５,０００円（ほかに供花） 

      ８ 保護者会員、教職員会員宅に災害が生じた場合は、その事情に応じて、運営委員会に諮り見舞金を贈

る。 

         ９  給付行為がある場合は学校長が被給付者に確認をした後、ＰＴＡから給付する。 

 

付   則 

第 ５ 条 特別の事情がある場合は、会長が運営委員会に諮って決定する。 

第 ６ 条 この規定は 昭和５８年５月６日 平成１０年２月１６日 平成２０年３月７日 平成３０年３月１５日 

に一部改正実施する。 

 


